
令和５年５月 23日 

 

保護者 様 

 

伊豆の国市立韮山中学校長 

伊豆の国市教育委員会 

 

学校における電話対応について（お願い） 

 

 立夏の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げ

ます。また、日頃より伊豆の国市の学校教育にご理解・ご協力を賜り、心より感謝申

し上げます。 

 さて、「働き方改革関連法」が施行されて以来、伊豆の国市教育委員会でも業務改善

方針を策定し、方策についての協議と対応を重ねています。学校の教育活動の質を担

保するためにも、教職員の時間外勤務を削減することは急務と考えています。 

 つきましては、方策の一つとして、これまでも下記の対応をとらせていただいてお

りますが、引き続き皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 平日の電話対応 

    原則として７：４０～１７：３０ 

   

２ 土日・祝日の電話対応 

    原則として対応できません。ただし、中学校で部活動等がある場合には、欠

席連絡等に対応します。 

 

 ３ 長期休業中の電話対応 

    教職員の勤務時間（８：００～１６：３０）内で対応します。 

 

 ４ 緊急時の電話対応 

    上記時間外で、緊急に学校の対応を必要とする場合は、伊豆の国市教育委員

会学校教育課（０５５－９４８－１４４４）へ連絡をお願いします。 

なお、夜間は市役所守衛室から学校教育課担当へ連絡する体制をとりますが、

時間がかかる場合もあることをご承知おきください。 

 

 ５ 学校からの電話連絡 

   原則として、上記時間内に差し上げます。 


